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行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
の

委
嘱
を
受
け
た
皆
さ
ん
の
身
近
な
相

談
相
手
で
す
。

国
・
県
・
市
町
村
の
仕
事
に
つ
い

て
、
皆
さ
ん
か
ら
苦
情
や
意
見
・
要

望
な
ど
を
高
浜
市
で
は
2
人
の
相
談

員
が
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

毎
月
第
1
木
曜
日
に
市
役
所
相
談

室
で
行
政
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
の

で
、
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

行
政
相
談
委
員
（
敬
称
略
）

桜
井
幸
助
委
員
、
加
藤
修
三
委
員

問
合
せ
先

市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1
（
内
線
269
）

児
童
や
高
齢
者
の
虐
待
、
差
別
な

ど
市
民
の
基
本
的
人
権
が
侵
犯
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
監
視
し
、
も
し

こ
れ
が
侵
犯
さ
れ
た
場
合
に
、
速
や

か
に
適
切
な
処
置
を
と
る
た
め
、
市

で
は
5
人
の
委
員
が
相
談
を
受
け
て

市

い
ま
す
。

相
談
日

毎
月
第
1
木
曜
日

人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

原
田
絹
代
委
員
、
神
谷
邦
子
委
員
、

都
築
律
子
委
員
、
山
本
鍾
児
委
員
、

岡
本
澄
雄
委
員

問
合
せ
先

市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1
（
内
線
269
）

10
月
1
日
は
「
法
の
日
」
で
す
。

官
公
署
に
提
出
す
る
許
認
可
申
請
手

続
き
な
ど
に
つ
い
て
の
無
料
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

と
き

10
月
15
日
（月）

午
後
1
時
〜

4
時

と
こ
ろ

市
役
所
4
階
第
1
会
議
室

問
合
せ
先

県
行
政
書
士
会
碧
海
支
部

T
75
―
6
0
1
1

と
き

11
月
17
日
（土）

午
後
1
時
〜

市

2
時
45
分

と
こ
ろ

碧
南
市
芸
術
文
化
ホ
ー
ル

シ
ア
タ
ー
サ
ウ
ス

内
容

・
第
1
部
「
碧
南
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
カ

ル
み
ぐ
り
ち
ゃ
ん
の
お
う
ち
」

・
第
2
部
「
子
育
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
カ

ー
と
と
も
に
」（
親
子
遊
び
、
読
み

聞
か
せ
、
生
ま
れ
て
き
て
く
れ
て

あ
り
が
と
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）

対
象
・
募
集
人
員

未
就
学
の
乳
幼

児
と
保
護
者
25
組

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
。

参
加
料

無
料

申
込
方
法

往
復
は
が
き
に
、
保
護

者
の
①
郵
便
番
号
②
住
所
③
氏
名

④
電
話
番
号
⑤
子
ど
も
の
名
前

（
ふ
り
が
な
）
⑥
子
ど
も
の
年
齢

（
何
歳
何
か
月
）
⑦
子
ど
も
の
性

別
（
返
信
用
に
も
郵
便
番
号
・
住

所
・
氏
名
）
を
記
入
し
、
郵
便
番

号
444
―
0
8
6
0

岡
崎
市
明
大

寺
本
町
1
―
4

西
三
河
教
育
事

務
所
指
導
課
「
命
を
考
え
る
つ
ど

い
」
係
へ

申
込
期
限

10
月
24
日
（水）
必
着

問
合
せ
先

西
三
河
教
育
事
務
所
指
導
課

T
0
5
6
4
―
27
―
2
7
3
9

市
税
の
減
免

人
権
擁
護
委
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

行
政
書
士
に
よ
る

無
料
相
談

命
を
み
つ
め
る
つ
ど
い

in
碧
南

10
月
15
日
（月）
〜
21
日
（日）

行
政
相
談
週
間

催
し

相
談

広
告

高浜市社会福祉協議会正規職員
（介護職員）募集

○職種・人数 介護職・若干名
○応 募 資 格 昭和47年4月2日以降に生まれた方で、介

護福祉士、（准）看護師、介護支援専門員な
どの資格を有する方又は平成20年3月まで
に取得見込みの方

○受 付 期 間 10月1日（月）～10月15日（月）
○試　験　日 1次試験10月20日（土）午後2時～、

2次試験11月上旬
○問 合 せ 先 高浜市社会福祉協議会（高浜市いきいき広場内）

T52-2002

情報ファイル

最近、ごみなどの焼却による苦情が増えています。法律により
野外焼却は、禁止されています。
農家の方は、わら、麦わらなどを燃やさないよう自粛をお願い

します。なお、田畑の病害虫の駆除や消毒のため、やむをえず燃
やす場合は、周辺の方の迷惑にならないようにお願いします。

飼い主は責任をもって糞の後始末をしてください。また、犬の
放し飼いはやめましょう。野良犬や野良猫に餌をやらないように
お願いします。

問合せ先 高浜市役所市民生活グループ
T52-1111（内線264・269）

野外焼却（野焼き）は絶対やめましょう

犬や猫の糞の後始末は飼い主が責任をもってください

 


